
平成 30年度 行政評価について 

 

 

１.行政評価の取り組み 

本市の行政評価は、事業が受益者の満足するものか、納税者がその施策に対し「納

得できる効果があり、効率性が高く、適度な応益負担」であるかについて市民の多

様な意見を求め、次年度以降の方向性を市長が決定するための判断材料とするため

に実施しています。 

 

 

２.実施根拠 

 ○ 庄原市まちづくり基本条例（平成 23年庄原市条例第 28号）（抜粋） 
 

（施策の評価と公表） 

第 12 条 市は、施策の成果および達成度を市民の参画を得て評価し、その結果をわかりやすく

公表するものとします。 

 

 ○ 第２期行政経営改革大綱（抜粋） 
 
   (２) 改革の要旨 

市が実施している事務事業を客観的に評価し、次年度以降の取り扱いを検討することは、行

政運営における基本的事項のひとつです。 

本市での評価は、一部の事業を除き自己評価で完結していますが、まちづくり基本条例の趣

旨も踏まえ、外部委員をはじめ市民の参画を得て、受益者・納税者・関係者などの多様な視点

から評価・検証するシステムを構築します。 
 

 

 

３. 今年度の見直し 

  今年度は、予算編成の所管課である財政課と行政評価の所管課である行政管理課

が合同で、第２期持続可能な財政運営プランに基づく補助費等の見直しを図るため

の一体的な取り組みを行いました。 

今年度の補助費等の見直しについては次のとおりで、すでに見直しを実施した事

業補助に加え、平成 30年度に見直しに取り組んだ運営補助、イベント補助、個人給

付を含めた取組効果（※）は、94,338千円となりました。 

 

（※）取組効果：平成 31年度当初予算と平成 29年度当初予算の差 



 

 

５．持続可能な財政運営プランの取組み 

 

 平成 29 年 11 月に策定した「第２期持続可能な財政運営プラン」に基づく取組効果額は

次のとおり。 

 

【歳入】                               （単位：千円） 

項  目 
プ ラ ン 

目標額① 

当 初 予 算 

取組効果額② 

差  引 

②－① 

市 税 ７，６７４ ７，５７８ ▲９６ 

財 産 収 入 １，０００ ７，８７０ ６，８７０ 

諸 収 入 

（ 広 告 料 収 入 な ど ） 
４，０００ １４，１３０ １０，１３０ 

合  計 １２，６７４ ２９，５７８ １６，９０４ 

 

【歳出】 

項  目 
プ ラ ン 

目標額① 

当 初 予 算 

取組効果額② 

差  引 

②－① 

物 件 費 ▲１６０，６４７ ▲１５５，１５０ ５，４９７ 

補 助 費 等 ▲１１８，９９０ ▲９４，３３８ ２４，６５２ 

負 担 金 ▲１，５１５ ▲４，０８６ ▲２，５７１ 

繰 出 金 ▲２０，８３１ ▲２５，４４７ ▲４，６１６ 

公 債 費 ▲４５，０２２ ▲５４，５２２ ▲９，５００ 

普 通 建 設 事 業 
充 当 一 般 財 源 

▲５０，０００ ▲５０，０００ ０ 

合  計 ▲３９７，００５ ▲３８３，５４３ １３，４６２ 

 

【合計】 

項  目 
プ ラ ン 

目標額① 

当 初 予 算 

取組効果額② 

差  引 

②－① 

合  計 ▲４０９，６７９ ▲４１３，１２１ ▲３，４４２ 

 ※１：取組効果額は、プランの取組みによるもののほか、予算編成時の査定による減額を含む。 

 ※２：消費税増税分については、取組効果額には計上しない。 

※３：平成 30 年７月豪雨災害に関連する補助金については、取組効果額から除外している。 

 ※４：出産祝金及び入学祝金については、現在妊娠中の方や周知期間の確保などを考慮し、平成 32

年度から支給額を見直すこととしている。 
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